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軸煽 噛

驚
鵜
蓼

ゐ
吻

る

夏
の
風
物
詩

　
〃
ハ
イ
ド
…
”
〃
ハ
イ
ド
ー
”
の
か
け
声
と
と
も
に
「
ム
チ
」

の
音
が
、
静
ま
り
か
え
っ
た
小
高
い
丘
に
ひ
び
き
わ
た
る
…
…

　
男
子
二
人
、
女
子
八
人
、
計
十
人
の
富
島
中
学
校
馬
術
部
員
は

夏
休
み
も
返
上
し
て
練
習
に
励
ん
で
い
る
。

　
き
ょ
う
も
ま
た
暑
さ
と
砂
と
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
な
が
ら
も
、
早

朝
五
時
半
か
ら
の
訓
練
に
一
段
と
熱
が
こ
も
る
…
…
。

○
…
…
…
と
じ
て
お
く
と
便
利
で
す
…
…
…
○

（写真は新開乗馬遊園地にて）

今月の主な内容

2面・3面…7月市議会から

　　　　　今月の納税
4面・5面…市役所各課案内

　　　　　日向農協8月1日発足

6面・7面…法律シリーズ

　　　　　　（交通事故と調停）

　　　　　話題を追って
　　　　　住宅金融公庫ご案内
8面…………おしらせ

8　月　号
昭和48年8月21日髭行 r鵡．219）

発行所　日向市役所　　編集　総務課秘書広報係
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7月市議会
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第
七
代
日
向
市
長
所
信
表
明

　　
　
市
長
、
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
後
は
じ
め
て
の
日
向
市
議
会
は
、
七
月
二
十

…　
一
日
招
集
さ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
度
追
加
補
正
予
算
、
条
例
な
ど
十
九
件
の
議

｝　
案
を
審
議
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
て
八
月
二
日
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。

｝　
　
こ
の
議
会
で
第
七
代
日
向
市
長
と
な
っ
た
児
玉
市
長
は
、
今
後
の
市
政
の
基

　　
本
的
な
取
り
組
み
か
た
に
つ
い
て
そ
の
所
信
を
の
べ
、
各
党
代
表
の
一
般
質
問

－
な
ど
論
戦
が
活
発
に
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
十
三
日
間
に
わ
た
っ
た
議
会
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
よ
う
。
　
　
　
　
へ

　
七
月
二
十
一
日
午
前
十
時
、
柏
田
勝

市
議
会
議
長
が
昭
和
四
十
八
年
第
三
回

日
向
市
議
会
の
開
会
を
宣
言
、
松
菓
肇

塩
山
哲
也
両
新
議
員
を
紹
介
、
全
国
市

議
会
議
長
会
か
ら
永
年
勤
続
市
議
会
議

員
と
し
て
表
彰
を
う
け
た
八
名
の
議
員

の
表
彰
伝
達
が
行
な
わ
れ
た
あ
と
、
今

市
議
会
の
日
程
を
八
月
二
日
ま
で
の
十

三
日
間
と
決
め
ま
し
た
。

　
児
玉
市
長
の
市
政
方
針
は
、
つ
ぎ
の

と
お
り
で
す
。

「
昭
和
四
十
八
年
度
の
重
点
施
策
で
あ

る
「
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
」
、
「
地

域
産
業
の
振
興
対
策
」
、
「
教
育
要
撃

の
充
実
」
、
　
「
社
会
福
祉
対
策
の
推
進

」
の
四
つ
の
柱
を
、
今
後
の
経
済
情
勢

の
動
向
に
留
意
し
な
が
ら
、
つ
ね
つ
ね

各
位
か
ら
の
ご
意
見
、
選
挙
の
過
程
で

の
厳
し
い
ご
批
判
を
忘
れ
ず
、
同
時
に

ま
た
私
に
賜
り
ま
し
た
ご
期
待
に
こ
た

え
る
た
め
、
こ
れ
ら
重
点
施
策
を
積
極

的
に
お
し
進
め
、
市
民
生
活
の
安
定
向

上
に
最
善
の
努
力
を
か
さ
ね
て
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
懸
案
の
「
自
然
環
境
保
護
条

例
」
の
制
定
を
急
ぐ
と
と
も
に
行
政
機

構
を
強
化
し
て
公
害
防
止
、
環
境
保
全

思
想
の
普
及
を
は
か
り
、
ま
た
、
住
み
よ

い
環
境
づ
く
り
の
た
め
道
路
、
住
宅
、
公

園
、
上
下
水
道
等
の
整
備
充
実
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。
社
会
福
祉
対
策
に
つ

い
て
は
市
単
独
の
事
業
等
極
力
進
め
て

お
り
ま
す
が
、
今
回
、
と
り
あ
え
ず
、

三
歳
未
満
児
、
重
度
身
体
障
害
者
の
医

療
費
の
助
成
を
は
か
り
ま
し
た
。

　
農
業
基
盤
の
整
備
は
、
高
生
産
性
農

業
の
実
現
の
た
め
第
二
次
農
業
構
造
改

善
事
業
の
推
進
を
は
か
り
、
農
道
舗
装

国
営
農
地
開
発
事
業
、
広
域
農
道
の
整

備
促
進
、
さ
ら
に
細
島
清
正
地
区
土
砂

崩
壊
防
止
事
業
な
ど
。
漁
業
振
興
に
つ

い
て
は
、
き
れ
い
な
海
、
川
を
守
り
近

代
的
な
必
要
な
施
策
を
講
じ
ま
す
。

　
学
校
な
ど
教
育
施
設
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
整
備
し
、
緑
化
を
す
す
め
、
公

民
館
活
動
を
基
調
と
し
た
社
会
教
育
に

重
点
を
お
き
、
体
力
づ
く
り
、
ス
ポ
ー

ツ
振
興
に
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
意
を
も
ち
い

て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
中
小
企
業
は
、
変
ぼ
う
す
る
経
済
社

会
の
な
か
で
ま
こ
と
に
き
び
し
い
情
況

下
に
あ
り
ま
す
が
、
企
業
組
織
の
強
化

と
経
営
の
合
理
化
、
近
代
化
を
は
か
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
雇
用

安
定
策
の
一
つ
と
し
て
勤
労
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
を
建
設
し
、
都
市
改
造
事
業

を
行
な
い
魅
力
あ
る
商
店
街
づ
く
り
に

努
力
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

施
策
を
合
理
的
か
つ
能
率
的
に
推
進
す

る
た
め
、
事
務
機
構
の
改
革
を
行
な
い

執
務
休
制
の
確
立
を
は
か
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。
」

助
役
に
甲
斐
敦
氏

公
平
委
員
に
福
田
隆
氏

　
可
決
さ
れ
た
十
七
件
の
議
案
の
内
訳

は
、
「
市
税
賦
課
徴
収
条
例
等
の
一
部
改

正
」
、
「
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正
」
の
二
つ
の
専
決
処
分
が
承
認

乳
幼
児
の
医
療
費

さ
れ
、
任
期
満
了
に
伴
う
「
市
助
役
の

選
任
」
、
「
市
公
平
委
員
会
委
員
の
選

任
」
は
、
助
役
に
甲
斐
敦
氏
、
公
平
委
員

会
委
員
に
福
田
墨
壷
の
両
氏
が
引
き
続

い
て
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　
「
雄
筆
の
変
更
に
つ
い
て
」
は
、
飯

事
地
区
土
地
改
良
事
業
が
完
了
し
た
の

で
大
字
平
岩
の
一
部
と
大
字
幸
脇
の
一

部
の
字
界
を
変
更
し
た
も
の
で
す
。

重
度
身
障
者
の
医
療
費
を
助
成

　
条
例
が
七
件
で
、
こ
の
う
ち
「
日
向

市
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る

条
例
」
と
「
日
向
市
重
度
身
体
障
害
者

の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
」
は

児
玉
市
政
の
重
点
施
策
で
あ
る
「
社
会

福
祉
対
策
の
推
進
」
の
具
体
的
な
表
わ

れ
で
あ
り
、
昨
年
の
老
人
医
療
費
の
無

料
化
に
引
き
続
い
て
、
福
祉
の
増
進
の

た
め
、
国
、
県
の
制
度
に
先
が
け
て
運

用
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
は
、

本
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
、

「
日
向
市
課
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
」
は
、
市
政
の
円
滑
か
つ

迅
速
、
効
率
的
な
執
行
と
流
動
す
る
社

会
に
即
応
で
き
る
体
制
を
と
と
の
え
る

た
め
、
現
在
ま
で
の
課
に
新
た
に
「
企

画
課
」
、
　
「
環
境
保
全
課
」
、
　
「
耕
地

課
」
の
三
尊
を
新
設
す
る
こ
と
に
な
り

・
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ま
し
た
。
　
「
企
画
課
」
は
市
の
総
合
計

画
や
組
織
管
理
の
充
実
、
　
「
環
境
保
全

課
」
は
自
然
環
境
の
保
護
と
公
害
の
未

然
防
止
、
「
耕
地
課
」
は
農
耕
地
保
全

と
開
発
を
そ
れ
ぞ
れ
行
な
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
　
（
各
課
の
配
置
は
次
頁
の

と
お
り
で
す
。
）
ま
た
、
こ
の
課
の
設

置
に
伴
い
職
員
の
若
干
の
増
加
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
　
「
日
向
市
税
賦

課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

」
は
、
地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
特

別
土
地
保
有
税
が
市
町
村
税
と
し
て
新

し
く
で
き
た
の
で
所
要
の
改
正
を
し
た

も
の
で
す
。
　
「
日
向
市
火
災
予
防
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
は
、
最
近

の
ビ
ル
火
災
、
石
油
ガ
ス
類
の
大
火
な

ど
そ
の
種
類
、
態
様
も
大
き
く
変
っ
て

き
た
の
で
、
火
災
予
防
に
つ
い
て
、
よ

り
厳
し
い
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
改
正
の
要
点
は
、
火
を
使
用

す
る
設
備
の
規
制
、
危
険
物
取
り
扱
い

の
規
制
強
化
、
避
難
対
策
な
ど
、
ま
た

こ
れ
に
よ
り
消
防
署
員
の
防
火
査
察
を

強
化
し
、
適
正
な
指
導
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
「
日
向
市
消
防
団
員
等

公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」
は
、
消
防
団
員
が
火
災
等
に

出
動
し
、
負
傷
し
た
場
合
な
ど
の
公
務

災
害
の
補
償
額
が
改
訂
さ
れ
、
増
額
さ

れ
ま
し
た
。
「
日
向
市
と
場
使
用
条
例

を
廃
止
す
る
条
例
」
は
、
新
財
市
に
あ

っ
た
と
場
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
こ
の

条
例
を
廃
止
し
ま
し
た
。

昭
和
四
十
八
年
度
一
般
会
計
予
算
は

三
十
億
二
千
四
百
十
五
万
円

　
予
算
は
、
一
般
会
計
補
正
予
算
、
四

つ
の
特
別
会
計
補
正
予
算
で
、
こ
れ
に

よ
り
昭
和
四
十
八
年
度
日
向
市
一
般
会

計
予
算
は
、
三
十
億
二
千
四
百
十
五
万

二
千
円
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
補
正
予

算
は
、
国
、
県
支
出
金
の
確
定
に
よ
る

建
設
事
業
費
な
ど
で
す
が
、
お
も
な
も

の
と
し
て
は
、
総
務
費
二
千
三
十
八
万

円
の
う
ち
市
庁
舎
改
築
事
業
費
千
二
百

万
円
。
三
歳
未
満
児
と
重
度
身
体
障
害

者
医
療
費
助
成
が
二
百
四
十
万
円
、
そ

れ
に
児
童
遊
園
地
施
設
整
備
費
七
十
八

万
円
な
ど
民
生
費
の
補
正
額
は
干
五
百

五
十
三
万
八
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す

　
農
林
水
産
業
費
の
補
正
は
大
き
く
、

二
億
二
千
六
百
二
十
五
万
円
。
こ
の
う

ち
で
特
に
大
き
い
事
業
は
、
第
二
次
農

業
構
造
改
善
事
業
の
一
億
六
千
五
百
九

十
四
万
六
千
円
、
百
町
原
基
盤
整
備
事

業
費
四
千
九
百
二
十
万
円
な
ど
。
土
木

費
は
五
千
九
百
三
十
万
円
の
追
加
で
、

道
路
新
設
改
良
事
業
費
（
舗
装
な
ど
）

三
千
二
百
万
円
。
道
路
維
持
補
修
費
四

百
六
十
七
万
五
千
円
。
都
市
計
画
費
の

内
訳
は
児
童
公
園
事
業
八
百
万
円
と
都

市
下
水
道
事
業
そ
の
他
一
千
五
百
六
十

二
万
五
千
円
の
計
二
千
三
百
六
十
二
万

五
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
教
育
費
は
七
千
六
百
八
十
九
万
七
千

円
の
追
加
で
、
物
件
費
と
し
て
六
百
三

十
五
万
九
千
円
は
、
小
、
中
学
校
の
教

材
や
備
品
費
、
富
高
小
学
校
に
設
置
さ

れ
て
い
る
言
語
治
療
教
室
用
備
品
な
ど

が
お
も
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
学

校
建
設
費
は
平
岩
小
学
校
改
築
事
業
費

や
プ
ー
ル
建
設
費
な
ど
六
千
五
百
七
十

九
万
二
千
円
、
補
助
費
が
幼
稚
園
就
園

奨
励
補
助
金
二
百
五
万
円
、
妙
国
寺
庭

園
改
修
補
助
は
八
十
四
万
二
千
円
。
災

害
復
旧
費
と
し
て
細
島
清
正
地
区
土
砂

崩
壊
防
止
事
業
の
地
元
負
担
百
二
十
二

万
円
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
、

　
衛
生
費
は
、
六
百
七
十
八
万
七
千
円

追
加
の
う
ち
四
百
四
十
万
円
が
普
通
建

設
事
業
費
、
労
働
費
五
百
四
十
七
万
八

千
円
。
商
工
費
二
百
十
四
万
三
千
円
の

追
加
、

　
消
防
費
四
百
七
十
五
万
三
千
円
の
追

加
は
、
救
急
、
災
害
な
ど
の
無
線
機
の

購
入
費
な
ど
。
公
債
費
は
四
十
七
万
二

千
円
の
追
加
。

　
ま
た
特
別
会
計
で
は
、
公
営
住
宅
事

業
特
別
会
計
が
千
七
百
万
円
の
追
加
で

予
算
額
一
億
四
千
八
百
九
十
六
万
二
千

円
。
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
特

別
会
計
四
十
七
万
九
千
円
の
追
加
。
曾

根
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
が
五

百
万
円
の
追
加
。
国
民
健
康
保
険
事
業

特
別
会
計
は
三
十
二
万
円
の
追
加
で
四

億
六
百
四
十
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

　
七
月
二
十
八
日
新
た
に
二
件
の
議
案

が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
件
の
案

件
は
、
二
件
と
も
櫛
の
山
公
営
住
宅
建

設
の
工
事
請
負
契
約
の
議
案
で
、
鉄
筋

五
階
建
て
で
三
十
世
帯
、
二
棟
が
建
て

ら
れ
る
た
め
の
も
の

諮
問
事
項
も
原
案
ど
お
り

　
ま
た
、
市
議
会
に
対
し
、
県
知
事
か

ら
「
公
有
水
面
埋
め
立
て
」
に
関
す
る

諮
問
が
二
件
き
て
い
ま
し
た
の
で
議
長

が
七
月
二
十
一
日
に
提
案
、
協
議
の
あ

と
原
案
に
同
意
す
る
議
決
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。
こ
の
公
有
水
面
埋
立
て
の
一

件
は
、
船
場
町
六
番
地
地
先
水
面
で
埋

め
立
て
面
積
二
千
二
百
三
十
二
平
方
メ

ー
ト
ル
。
こ
の
埋
め
立
て
が
で
き
ま
す

と
水
深
十
一
メ
…
ト
ル
の
専
用
岸
壁
が

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
う
一
件

は
、
大
字
幸
墨
字
男
柱
通
り
九
百
九
十

六
～
四
十
七
番
地
地
水
面
で
埋
め
立
て

面
積
六
百
十
四
、
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル

こ
の
埋
め
立
て
が
で
き
ま
す
と
水
深
ニ

メ
ー
ト
ル
の
物
揚
場
が
で
き
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

永
年
勤
続
議
員

表
彰
さ
れ
る

　
今
夏
東
京
で
開
か
れ
た
昭
和
四
十
八

年
度
全
国
市
議
会
議
長
会
総
会
に
お
い

て
、
永
年
勤
続
議
員
と
し
て
地
方
自
治

の
進
展
に
功
労
の
あ
っ
た
議
員
さ
ん
が

た
の
表
彰
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
総
会
で
、
本
市
議
会
議
員
で
表

彰
さ
れ
た
の
は
二
十
年
以
上
勤
続
の

黒
木
利
一
氏
、
十
年
以
上
勤
続
の
壱
岐

栄
治
、
松
木
一
郎
、
江
藤
満
治
、
日
高

達
吉
、
黒
木
鶴
雄
、
宮
本
増
雄
、
山
本

孫
春
の
以
上
八
氏
。

　
二
十
年
以
上
勤
続
議
員
と
し
て
表
彰

を
う
け
た
の
は
県
内
で
四
人
。
黒
木
利

一
氏
は
、
昭
和
六
年
四
月
当
時
美
々
津

町
議
会
議
員
に
当
選
以
来
美
々
津
町
長

に
就
任
し
た
昭
和
十
六
年
ま
で
同
町
議

員
、
昭
和
三
十
年
五
月
日
向
市
議
会
議

員
、
副
議
長
を
二
度
つ
と
め
ま
し
た
、

現
在
議
会
選
出
監
査
委
員
。

今
月
の
納
税

◎
市
県
民
税
第
二
期

納
期
八
月
三
十
一
日

◎
国
民
健
康
保
険
税
第
二
期

納
期
八
月
三
十
一
日
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市民課
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議場
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会
議
室市長室

人事課
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都市計画課

環境保全課

教
育
長
室

教育委員会

事務局

案内庁

商工
水産課

商
工
会
議
所

ロののココロロコロロロロ　ロ @

．※清掃事務所1

　水　道　課1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

ト消防署は従来l
lどおりです　　I
　　　　　　　ll＿＿一一＿一＿●一＿＿」

監査
事務局

管
財
課

課

耕地課

農　委
事務局

建設課

　
ツ
ク
ツ
ク
ボ
ウ
シ
が
朝
か
ら
鳴
き
た

て
て
、
学
校
の
夏
休
み
も
い
よ
い
よ
終

り
に
近
づ
き
ま
し
た
。

　
夏
休
み
の
計
画
は
、
う
ま
く
い
っ
た

で
し
ょ
う
か
。
宿
題
や
勉
強
の
進
み
ぐ

あ
い
ー
海
や
山
へ
行
っ
た
思
い
出
な
ど

反
省
を
含
め
た
し
め
く
く
り
を
…
…
。

　
残
り
少
な
い
夏
休
み
を
お
し
い
よ
う

な
、
も
て
あ
ま
す
よ
う
な
、
お
子
さ
ん

が
た
に
と
っ
て
は
、
い
ま
ど
う
も
落
ち

つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
へ
ん
で

早
寝
早
起
き
な
ど
二
学
期
の
リ
ハ
ー
サ

ル
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
お
子
さ
ん
の
健
康
状
態
は
、
と
く
に

体
重
、
食
欲
、
顔
色
な
ど
を
よ
く
観
察

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
と
く
に
休
み
中

毎
日
プ
ー
ル
や
水
遊
び
で
、
い
つ
の
聞

に
か
眼
、
耳
、
鼻
な
ど
を
悪
く
し
て
い

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
耳
や
鼻
の
治
療
は
、
長
び
き
ま
す
の

で
勉
強
に
も
影
響
し
ま
す
か
ら
、
今
の

う
ち
に
お
医
者
さ
ん
か
ら
診
て
も
ら
っ

て
お
き
ま
し
よ
う
、

サ

p
・

ぺ
．
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繍聯辮購
県下初のマンモス農協

　
県
下
で
は
初
め
て
の
広
域
大
型
農
協

「
日
向
農
協
」
が
、
八
月
一
日
発
足
し

ま
し
た
。
組
合
員
九
千
八
百
二
十
七
人

と
な
っ
た
マ
ン
モ
ス
組
合
の
初
代
理
事

長
に
は
、
古
川
敏
氏
（
前
日
向
市
農
協

長
）
が
就
任
、
新
し
い
体
制
の
も
と
で

よ
り
農
業
の
生
産
性
を
高
め
、
農
業
所

得
の
増
大
を
計
る
な
ど
農
業
の
近
代
化

を
目
指
し
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

　
新
し
い
「
日
向
農
協
」
は
、
日
向
市

門
川
町
、
東
郷
町
、
南
郷
村
、
西
郷
村

北
郷
村
、
諸
塚
村
、
椎
葉
村
の
八
つ
の

農
協
が
合
併
し
て
発
足
し
た
も
の
で
す

　
新
事
務
所
は
、
従
来
の
日
向
市
農
協

（
市
内
鶴
町
）
の
二
階
に
設
け
、
こ
こ

を
本
店
と
し
ま
す
。
ま
た
、
日
向
（
一

階
）
、
門
川
、
岩
脇
、
美
々
津
、
東
郷

西
郷
、
南
郷
、
北
郷
、
諸
塚
、
椎
葉
に

そ
れ
ぞ
れ
支
店
を
設
置
、
組
合
員
の
サ

・
－
ビ
ス
を
図
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。

ム
ロ
風
シ
ー
ズ
ン
で
す

　
　
　
　
　
　
備
え
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
、

　
今
年
も
ま
た
台
風
シ
ー
ズ
ン
が
や
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
台
風
は
、
例
年
八

月
、
九
月
ご
ろ
に
な
る
と
日
本
列
島
に

接
近
し
、
上
陸
す
る
も
の
が
多
く
な
り

こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
酋
い
人
命
や
財

産
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
台
風
が
来
襲
す
る
と
、
暴
風
、
洪
水

豪
雨
、
高
潮
な
ど
に
よ
る
河
川
の
は
ん

ら
ん
、
家
屋
の
倒
壊
、
流
失
、
が
け
く

ず
れ
な
ど
か
ら
、
大
き
な
被
害
の
発
生

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
台
風
の
被
害

を
少
な
く
す
る
に
は
、
み
な
さ
ん
の
ふ

だ
ん
の
準
備
や
注
意
が
大
切
で
す
。

籔
台
風
に
備
え
て
の

　
　
　
　
　
平
素
の
心
得

一、

^
水
や
高
潮
の
警
報
、
避
難
命
令

等
が
ど
の
よ
う
に
伝
達
さ
れ
た
か
を
確

か
め
て
お
く
。

二
、
災
害
時
に
隣
近
所
の
人
と
協
力
し

て
避
難
な
ど
が
で
き
る
よ
う
事
前
に
話

し
あ
っ
て
お
く
。

三
、
停
電
に
備
え
て
懐
中
電
灯
、
ロ
ゥ

ソ
ク
、
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
ー
ラ
ジ
オ
な
ど

を
用
意
し
て
お
く
。

四
、
住
居
付
近
の
地
形
か
ら
み
て
、
ど

の
よ
う
な
災
害
が
起
き
る
か
を
よ
く
知

っ
て
お
く
。

五
、
安
全
な
避
難
場
所
と
、
そ
こ
へ
の

道
順
を
確
認
し
て
お
く
。

六
、
家
や
へ
い
な
ど
の
補
修
を
し
、
溝

や
下
水
は
流
れ
を
よ
く
し
て
お
く
。

七
、
電
幻
の
引
込
線
が
た
る
ん
で
い
た

り
、
破
損
し
て
い
る
と
屋
根
や
雨
ど
い

な
ど
に
ふ
れ
、
漏
電
や
ス
パ
ー
ク
を
起

こ
し
火
災
に
な
っ
た
り
感
電
の
危
険
が

あ
る
の
で
、
前
も
っ
て
電
力
会
社
に
知

ら
せ
て
修
理
し
て
お
く
。

八
、
風
で
折
れ
た
り
、
電
線
に
ふ
れ
る

お
そ
れ
の
あ
る
木
の
枝
は
切
り
落
し
て

お
く
。

九
、
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
の
ボ
ン
ベ
は
、
倒

れ
た
り
、
浸
水
の
と
き
流
さ
れ
な
い
よ

う
安
全
に
と
め
て
お
く
。

雛
台
風
が
近
づ
い
た

　
　
　
　
　
と
き
の
準
備

一、

宴
W
オ
、
テ
レ
ビ
で
気
象
情
報
や

防
災
上
の
注
意
事
項
を
よ
く
聞
く
。

二
、
外
出
や
旅
行
は
、
で
き
る
だ
け
見

合
わ
せ
る
。

三
、
窓
や
雨
戸
な
ど
は
、
釘
、
か
す
が

い
な
ど
で
止
め
る
か
、
板
を
あ
て
た
り

し
て
早
め
に
補
強
し
て
お
く
。

四
、
風
当
り
の
強
い
場
所
の
ガ
ラ
ス
窓

は
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
な
ど
を
貼
り
補
強

す
る
。

五
、
古
い
家
屋
で
倒
れ
る
心
配
の
あ
る

も
の
は
、
柱
に
す
じ
か
い
を
し
て
お
く

六
、
煙
突
、
看
板
、
へ
い
な
ど
も
針
金

な
ど
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
補
強
し
て
お
く

七
、
浸
水
の
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
で
は

家
財
道
具
を
台
の
上
や
二
階
に
移
す
。

八
、
崖
地
の
付
近
の
人
は
、
大
雨
が
続

く
と
地
盤
が
ゆ
る
み
崖
く
ず
れ
の
危
険

が
あ
る
の
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
注
意
す
る
。

九
、
河
川
や
海
岸
近
く
に
住
ん
で
い
る

人
は
、
川
の
水
か
さ
や
高
潮
や
波
浪
に

注
意
す
る
。

刊新

＝図書案内＝

《

　
　
　
　
山
崎
豊
子
著
、

▽
銭
の
花
（
六
～
十
巻
）

　
　
　
　
花
登
笙
、
講
談
社

▽
日
本
の
民
話
（
全
十
二
巻
、
既
刊
の

　
　
　
　
　
　
も
の
六
冊
）

　
　
　
　
瀬
川
拓
男
。
松
谷
み
よ
こ
編

　
　
　
　
角
川
書
店

△
日
本
史
探
訪
へ
全
六
巻
中
、
既
刊
の

　
　
　
　
　
　
も
の
四
冊
）

　
　
　
　
海
音
寺
潮
五
郎
等
著
、
角
川

　
　
　
　
書
店

▽
言
論
の
自
由
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
福
田
慨
存
、
新
潮
社

▽
マ
ー
シ
ン

　
　
　
　
西
澤
惰
、
光
文
社

▽
考
え
る
読
書
（
小
学
校
の
部
、
中
学

　
　
　
　
　
　
校
高
校
の
部
）

　
　
　
　
全
国
学
校
図
書
館
協
議
会
編

　
　
　
　
毎
日
新
聞
社

▽
最
新
俳
句
歳
時
期
（
新
年
、
春
夏
秋

　
　
　
　
　
　
　
　
冬
の
全
五
冊
）

　
　
　
　
山
本
健
吉
、
文
芸
春
秋
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
市
立
図
書
館
に
、
つ
ぎ
の
図
書
が
は

い
り
ま
し
た
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い

▽
華
麗
な
る
一
族
（
上
、
中
、
下
巻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
潮
社
刊

　
市
立
図
書
館
は

場
所
U
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

　
　
　
一
階
（
市
役
所
南
側
）

開
館
1
1
月
～
金
は
午
前
九
時
～

　
　
　
年
後
五
時
ま
で
。

　
　
　
土
曜
日
は
正
午
ま
で
。
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一、

�
ﾊ
事
故
に
あ
っ
て
相
手
方
に
損

害
賠
償
を
請
求
し
た
が
、
ま
っ
た
く
誠

意
が
な
く
、
話
し
合
い
に
応
じ
よ
う
と

し
な
い
。
あ
る
い
は
相
手
方
と
話
し
合

い
を
し
て
い
る
が
、
言
い
分
が
食
い
違

っ
て
交
渉
が
進
展
し
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
損
害
賠
償
の
争
い
が
当
事
者
の
示

談
で
解
決
で
き
な
い
と
き
は
、
公
平
な

第
三
者
に
は
い
っ
て
も
ら
っ
て
解
決
す

る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
裁
判
所
に
は

そ
の
た
め
の
制
度
と
し
て
、
訴
訟
と
調

停
の
二
つ
の
方
法
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

す
。
な
か
で
も
調
停
は
、
争
い
を
手
軽

る
に
し
か
も
安
い
費
用
で
迅
速
に
解
決

で
き
る
た
め
、
多
く
の
交
通
事
故
に
よ

る
紛
争
の
解
決
に
利
用
さ
れ
、
成
果
を

あ
げ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
こ
の
交
通
調
停
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
し
よ
う
。

二
、
交
通
事
故
に
よ
っ
て
、
人
が
傷
つ

い
た
り
死
亡
し
た
り
し
た
場
合
、
車
の

所
有
者
そ
の
他
の
運
行
供
用
者
は
、
原

則
と
し
て
被
害
者
の
受
け
た
損
害
を
賠

償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
運
転

者
も
ま
た
過
失
が
あ
る
と
き
は
損
害
を

賠
償
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
訴
訟
も
調
停
も
、
こ
の
損
害
賠
償
の

内
容
を
裁
判
所
が
公
平
な
第
三
者
と
し

て
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
争
い
を
解

決
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
し
く

み
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
訴

訟
は
、
原
告
と
被
告
と
が
お
互
い
に
自

分
の
言
い
分
を
述
べ
、
そ
れ
を
裏
づ
け

る
証
拠
を
出
し
合
い
、
裁
判
所
が
黒
白

を
決
す
る
方
法
で
争
い
を
解
決
す
る
制

度
で
、
裁
判
が
確
定
し
ま
す
と
当
事
者

を
拘
束
し
ま
す
か
ら
、
争
い
を
解
決
す

る
方
法
と
し
て
は
、
い
わ
ば
最
後
の
手

段
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
た

め
に
、
訴
訟
の
手
続
き
は
公
開
の
法
廷

で
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
厳

格
な
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
調
停
の
方
は
、
裁
判
官

と
民
間
の
良
識
あ
る
人
々
か
ら
選
ば
れ

た
調
停
委
員
二
人
以
上
が
集
ま
っ
て
調

停
委
員
会
を
作
り
、
こ
の
調
停
委
員
が

適
正
妥
当
な
解
決
案
を
示
し
て
当
事
者

を
説
得
す
る
と
い
う
方
法
を
と
り
ま
す

当
事
者
が
ど
う
し
て
も
説
得
に
応
じ
な

い
と
き
に
、
訴
訟
の
よ
う
に
強
制
的
に

争
い
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

が
、
通
常
の
争
い
で
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん

ど
調
停
で
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す

　
調
停
で
も
、
適
正

妥
当
な
解
決
案
を
作

る
た
め
に
、
争
い
の

実
情
を
調
べ
る
の
で

す
が
、
そ
の
方
法
は

訴
訟
に
比
べ
て
は
る

も
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
調
停
の
手
続
き
は
た

い
へ
ん
簡
単
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

だ
れ
で
も
、
特
別
の
知
識
が
な
く
て
も

利
用
で
き
る
の
で
す
。

三
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
交
通
調
停
の
手

続
き
を
、
順
を
追
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ

う
。　

交
通
調
停
は
、
全
国
五
百
七
十
五
カ

所
に
あ
る
簡
易
裁
判
所
で
取
り
扱
っ
て

い
ま
す
。
交
通
調
停
を
利
用
す
る
に
は

こ
の
簡
易
裁
判
所
の
窓
口
に
調
停
の
申

し
立
て
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
こ

の
申
し
立
て
ば
、
原
則
と
し
て
相
手
方

が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
簡
易
裁

「
相
当
額
の
賠
償
を
求
め
る
。
」
と
書

け
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
簡
易
裁
判
所
の
窓
口
に
は
申
し
立

て
の
用
紙
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
書
き

方
も
教
え
て
く
れ
ま
す
か
ら
、
申
立
書

の
書
き
方
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、
印
鑑

を
持
っ
て
裁
判
所
の
窓
口
へ
行
け
ば
よ

い
の
で
す
。

　
調
停
の
費
用
は
、
収
入
印
紙
で
納
め

る
申
し
立
て
の
手
数
料
と
関
係
者
を
呼

び
出
す
切
手
代
な
ど
が
お
も
な
も
の
で

証
拠
調
べ
な
ど
が
必
要
と
な
ら
な
い
か

ぎ
り
特
別
の
費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　
申
し
立
て
の
手
数
料
は
、
請
求
額
百

万
円
の
と
き
は
四
千
六
百
円
、
五
百
万

　
　
　
　
　
　
　
円
の
と
き
は
一
万
二

．
…
三
一
一
一
3
三
．
．
三
一
一
三
≡
＝
三
．
三
一
3
三
一
一
…
三
・
三
一
■
＝
一
…
三
＝
．
三
三
一
3
≡
…
．
三
一
一
§
＝
一
＝
・
三
三
一
一
ξ
＝
＝
一
…
…
三
「
一
2

法
律
シ
リ
ー
ズ
⑥

交
通
事
故
と
調
停

一
二
冒
。
・
・
．
．
．
三
三
一
＝
＝
ミ
．
三
一
一
三
一
3
＝
…
．
．
．
一
三
8
一
一
一
一
3
三
．
．
三
三
一
言
＝
一
・
…
三
一
三
＝
一
3
三
。
三
三
一
一
一
3
誉
：
。
・
・
三
一
三
一
＝
一
：
三
・

か
に
簡
単
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、

だ
れ
も
が
自
由
に
自
分
の
述
べ
た
い
こ

と
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
調
停
の
手

続
き
は
公
開
の
法
廷
で
は
な
く
非
公
開

の
調
停
室
で
行
な
わ
れ
ま
す
し
ま
た
調

停
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
当
事
者

の
申
し
出
を
待
た
ず
に
事
実
の
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
、
事
故
の
目
撃
者
な
ど

か
ら
事
情
を
聞
く
場
合
で
も
、
訴
訟
の

よ
う
に
証
人
と
し
て
呼
び
出
し
宣
誓
の

う
え
証
言
を
聞
く
な
ど
の
厳
格
な
手
続

き
に
よ
ら
な
い
で
、
任
意
に
調
停
室
に

来
て
も
ら
い
、
話
を
聞
く
と
い
う
こ
と

判
所
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
っ
と
も
、
申
立
人
が
交
通
事
故
で
傷

を
負
い
、
あ
る
い
は
経
済
的
に
苦
し
く

遠
方
の
裁
判
所
に
行
け
な
い
な
ど
の
特

別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
自
分
の
住

所
の
と
こ
ろ
に
あ
る
簡
易
裁
判
所
で
も

取
り
扱
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
窓

口
で
事
情
を
述
べ
て
相
談
す
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　
調
停
の
申
立
書
に
は
、
申
立
人
と
相

手
方
の
住
所
氏
名
、
事
故
の
内
容
、
相

手
方
に
支
払
い
を
求
め
る
金
額
な
ど
を

書
く
の
で
す
が
、
請
求
額
を
い
く
ら
に

す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、

か
ら
な
い
と
き
は
、

円
の
収
入
印
紙
を
納
め
れ
ば
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
申
し
立
て
が
あ
り

ま
す
と
、
や
が
て
調
停
委
員
会
か
ら
申

立
人
と
相
手
方
に
対
し
て
呼
び
出
し
が

あ
り
ま
す
。
呼
び
出
し
を
受
け
た
関
係

者
は
、
必
ず
裁
判
所
に
出
頭
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
正

当
な
事
由
が
な
い
の
に
欠
席
し
た
場
合

に
は
、
裁
判
所
か
ら
過
料
に
処
せ
ら
れ

ま
す
か
ら
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
調
停
委
員
会
は
出
頭
し
た
当
事

者
か
ら
事
情
を
聞
き
、
必
要
な
場
合
に

千
六
百
円
と
い
う
よ

う
に
、
賠
償
を
請
求

す
る
額
に
よ
っ
て
違

い
ま
す
が
、
請
求
額

は
三
十
五
万
円
以
上

に
な
る
が
い
く
ら
に

す
る
の
が
よ
い
か
わ

　
さ
し
あ
た
り
二
千

は
、
事
故
に
関
す
る
刑
事
事
件
の
記
録

を
寄
せ
る
な
ど
し
て
調
査
を
進
め
ま
す

が
、
当
事
者
と
し
て
も
損
害
の
内
容
な

ど
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
診
断
書
、

給
与
証
明
書
な
ど
の
必
要
な
書
類
を
調

停
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
書
類
を

強
制
保
険
の
査
定
事
務
所
な
ど
に
提
出

し
て
あ
る
と
き
は
、
調
停
委
員
会
に
申

し
出
て
、
取
り
寄
せ
て
も
ら
う
こ
と
も

で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
事
件
の
内
容
が
よ

く
わ
か
る
と
、
調
停
委
員
会
は
、
一
般

に
判
決
な
ど
で
決
め
ら
れ
て
い
る
賠
償

額
を
参
考
に
し
、
さ
ら
に
当
事
者
双
方

の
事
情
を
検
討
し
た
う
え
で
、
最
も
適

正
妥
当
な
解
決
案
を
決
め
、
こ
れ
を
受

け
入
れ
る
よ
う
当
事
者
に
勧
め
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
説
得
の
結
果
、
当
事
者
双

方
が
同
意
で
き
る
解
決
案
に
到
達
す
れ

ば
、
調
停
が
成
立
し
た
も
の
と
し
て
そ

の
内
容
は
裁
判
所
の
調
書
に
は
っ
き
り

と
記
載
さ
れ
、
裁
判
で
決
定
し
た
場
合

と
同
じ
強
い
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の

で
す
。

　
こ
れ
で
調
停
は
終
了
す
る
の
で
す
が

調
停
で
決
め
ら
れ
た
事
柄
が
守
ら
れ
な

い
と
き
は
、
こ
の
調
停
調
書
に
基
づ
い

て
、
裁
判
所
に
相
手
方
の
財
産
の
差
押

え
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
早
く
、
ま
た
む
ず
か
し

い
手
だ
て
の
い
ら
い
な
調
停
が
、
交
通

事
故
で
悩
む
人
々
の
た
め
に
今
後
ま
す

ま
す
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
し
た
い
も
の

で
す
。

噛

触
1
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に
ぎ
わ
っ
た
七
夕
ま
つ
り

　
日
向
市
名
物
「
七
夕
ま
つ
り
」
は
、

七
月
二
十
七
日
～
二
十
九
日
の
三
日
間

盛
大
に
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
こ
と
し
の
「
七
夕
ま
つ
り
」
に
は
、

市
の
中
心
部
の
商
店
会
六
十
二
店
が
参

加
、
豪
華
な
七
夕
は
最
近
の
テ
レ
ビ
番

組
か
ら
ヒ
ン
ト
を
え
た
も
の
な
ど
が
多

く
、
そ
れ
ぞ
れ
趣
向
を
こ
ら
し
た
力
作

ぞ
ろ
い
…
。
集
ま
っ
た
大
ぜ
い
の
見
物

客
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
い
ま
し
た
。

柔
道
日
本
一
の

　
　
上
村
四
段
ら
が
模
範
演
技

　
日
向
地
区
柔
道
会
で
は
、
八
月
四
日

市
武
道
館
に
旭
化
成
柔
道
部
を
招
い
て

合
同
練
習
の
ほ
か
、
実
技
指
導
を
行
な

い
ま
し
た
。
当
日
は
、
山
本
裕
洋
監
督

（
五
段
）
、
上
村
四
段
（
四
十
八
年
度

全
日
本
選
手
権
大
会
優
勝
）
、
岡
村
三

段
、
流
合
二
段
ら
が
来
館
し
、
市
内
の

小
学
生
や
中
学
、
高
校
の
柔
道
部
、
一

般
会
員
を
対
象
に
模
範
演
技
、
実
技
指

導
を
行
な
い
ま
し
た
。

誕
霧
を
・
追
う
て
・
垂
わ
寿
い

　
　
　
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
会
に
参
加

　
八
月
一
日
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
ナ

シ
ョ
ナ
ル
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
大
会
に
、
九
州
か
ら
た
だ
一
人
、
椎
葉

真
一
郎
君
（
富
島
中
三
年
）
1
1
市
内
日
知
屋
亀
崎
南
開
が
参
加
し

て
い
ま
す
。
こ
の
大
会
に
は
世
界
各
国
か
ら
七
万
人
が
参
加
、
日

本
か
ら
は
椎
葉
君
ら
八
十
九
人
目
参
加
し
て
い
ま
す
．

　
椎
葉
君
ら
は
ア
メ
リ
カ
に
約
剛
ヵ
月
間
滞
在
し
、
八
月
末
帰
国

し
ま
す
．

E
塾

生
乳
航
送
セ
ン
タ
ー
が
完
成

　
県
内
の
生
乳
を
カ
ー
フ
ェ
リ
ー
で
阪

神
方
面
へ
出
荷
す
る
た
め
の
貯
蔵
基
地

に
な
る
県
酪
連
の
生
乳
航
送
セ
ン
タ
ー

が
、
こ
の
ほ
ど
船
場
町
（
日
本
カ
ー
フ

ェ
リ
ー
タ
ー
ミ
ナ
ル
内
）
に
穿
成
し
ま

し
た
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
が
で
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
需
要
に
応
じ
出

荷
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

新
鮮
な
生
乳
を
消
費
地
に
送
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ワ
躍
タ
イ
暫
ヲ
．
・
オ
・
ノ
与
ア

配鰯．

μ

住
宅
金
融
公
庫
利
用
の
ご
案
内

一
た
だ
い
ま
申
し
込
み
受
付
中
一

　
住
宅
金
融
公
庫
は
、
み
な
さ
ん
に
健

康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
だ

く
住
宅
の
融
資
を
し
て
い
る
国
の
金
融

機
関
で
す
。

　
今
年
度
は
、
一
融
資
の
大
幅
な
引
き

上
げ
・
金
利
の
引
き
下
げ
・
償
還
期
間

の
延
長
1
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
マ
イ
ホ

ー
ム
の
新
築
の
場
合
に
は
、
保
証
人
を

頼
み
に
く
い
か
た
の
た
め
代
り
に
保
証

人
を
す
る
保
証
協
会
の
制
度
が
で
き
ま

し
た
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

雛
個
人
住
宅
～
（
マ
イ
ホ
ー
ム
の
新
築
）

▽
受
付
期
間
u
昭
和
四
十
九
年
三
月
三

十
日
（
土
）
ま
で
の
予
定
。

▽
受
付
場
所
巨
住
宅
金
融
公
庫
業
務
取

扱
店
と
表
示
の
あ
る
金
融
機
関
。

▽
融
資
額
日
建
て
る
面
積
に
よ
り
差
が

あ
り
ま
す
。
最
高
は
老
人
同
居
分
を
含

め
て
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

　
。
木
造
目
二
百
万
円

　
・
プ
レ
ハ
ブ
（
木
造
）
据
二
百
四
十

　
万
円

　
・
プ
レ
ハ
ブ
闘
二
百
七
十
万
円

　
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ほ
二

　
百
八
十
万
円

▽
利
率
1
1
年
利
五
、
二
％

▽
償
還
期
間

　
・
木
造
等
（
プ
レ
ハ
ブ
）
一
1
十
八
年

　
・
簡
易
耐
火
（
ブ
ロ
ッ
ク
）
1
1
二
十

　
五
年

　
・
耐
火
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
目
三
十

　
五
年

　
い
ず
れ
も
原
則
と
し
て
、

毎
月
払
い
で
す
。

元
金
均
等

e
自
分
が
住
む
家
の
新
築
で
同
居
家
族

が
あ
り
土
地
準
備
の
で
き
て
い
る
か
た

ω
基
準
以
上
の
収
入
が
あ
り
保
証
人
の

あ
る
か
た
（
例
～
木
造
二
百
万
円
↓
月

収
八
万
九
千
円
）
、
た
だ
し
、
保
証
協

会
利
用
の
か
た
は
保
証
人
不
要
。

国
住
宅
部
分
の
面
積
が
三
十
～
百
二
十

平
方
材
（
三
十
六
坪
ま
で
）
で
建
物
全

体
の
半
分
以
上
が
住
宅
部
分
で
あ
る
こ

と
。四

老
人
同
居
（
六
十
五
才
以
上
）
の
場

合
に
は
家
族
数
の
最
低
限
度
が
き
め
ら

れ
て
お
り
建
物
面
積
九
十
平
方
溜
以
上

に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

▽
そ
の
他
1
1
申
し
込
み
人
、
保
証
人
と

も
日
本
国
籍
を
有
す
る
こ
と
。

　
住
宅
金
融
公
庫
で
は
、
こ
の
ほ
か
に

住
宅
改
良
～
（
増
改
築
修
繕
等
）
、
　
一

般
中
高
層
～
（
店
舗
付
ア
パ
ー
ト
）
に

も
融
資
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
マ
イ
ホ
ー
ム
づ
く
り
で
融
資
を
ご
希

望
の
か
た
は
「
住
宅
金
融
公
庫
業
務
取

扱
店
」
の
表
示
の
あ
る
金
融
機
関
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
　
（
融
資
の
条
件

や
金
額
な
ど
、
く
わ
し
い
こ
と
に
つ
い

て
も
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
）
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叢隷
癖緬ら廿

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
は

お
す
み
に
な
り
ま
し
た
か

　
日
本
脳
炎
は
、
人
か
ら
人
に
移
る
病

気
で
は
な
く
、
動
物
（
豚
）
↓
コ
ガ
タ

ア
カ
イ
エ
カ
↓
人
と
い
う
径
路
で
感
染

し
ま
す
。
県
北
の
豚
は
、
そ
の
五
十
五

響
が
日
本
脳
炎
に
感
染
し
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
日
本
脳
炎
の
予
防
は
、
予
防
接
種
と

蚊
の
駆
除
以
外
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん

　
ま
だ
予
防
接
種
を
受
け
て
い
な
い
人

は
必
ず
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
家
庭
で
は
、
蚊
の
撲
滅
を
お

願
い
し
ま
す
。
薬
剤
は
保
険
衛
生
課
に

あ
り
ま
す
。

　
接
種
は
、
八
月
置
火
曜
、
木
曜
の
年

後
一
時
三
十
分
か
ら
三
時
ま
で
、
市
役

所
の
予
防
接
種
場
で
実
施
し
ま
す
。
九

月
以
後
は
実
施
し
ま
せ
ん
。

住
宅
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　
十
月
一
日
に
は
、
全
国
的
な
規
模
で

住
宅
統
計
調
査
が
行
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
統
計
調
査
は
、
住
宅
関
係
の
諸

施
策
に
必
要
な
統
計
を
つ
く
る
た
め
の

も
っ
と
も
基
本
的
な
調
査
で
、
昭
和
二

十
三
年
以
来
五
年
ご
と
に
行
な
わ
れ
て

お
り
、
今
回
は
そ
の
六
回
目
に
あ
た
り

ま
す
。

　
こ
の
調
査
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
住

宅
の
実
情
が
地
域
別
に
明
ら
か
に
さ
れ

そ
の
結
果
は
、
国
や
都
道
府
県
な
ど
が

立
案
、
実
施
す
る
住
宅
建
設
計
画
、
都

市
計
画
、
地
域
開
発
計
画
、
環
境
整
備

計
画
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
用
い
ら

れ
ま
す
。

　
こ
の
調
査
の
実
施
に
つ
い
て
、
み
な

さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す

「
家
庭
の
日
」
の

体
験
文
・
作
文
・
図
画
等
を

　
　
　
　
　
　
　
　
募
集
し
ま
す

　
県
で
は
、
青
少
年
の
育
成
方
策
の
一

環
と
し
て
推
進
し
て
い
る
「
家
庭
の
日

」
の
趣
旨
を
、
よ
り
正
し
く
理
解
し
、

家
庭
で
の
活
発
な
実
践
を
促
す
一
助
と

し
て
広
く
一
般
（
大
学
生
、
高
校
生
を

含
む
）
か
ら
体
験
文
、
小
中
学
校
の
児

童
、
生
徒
か
ら
作
文
・
図
画
（
ポ
ス
タ

ー
を
含
む
）
の
作
品
を
募
集
し
ま
す
。

霧
体
験
交
の
部

▽
募
集
規
定

　
○
題
名
H
わ
が
家
の
「
家
庭
の
日
」

　
（
「
家
庭
の
日
」
の
実
践
状
況
を
描

　
写
し
た
も
の
ま
た
は
「
家
庭
の
日
」

　
を
実
践
し
て
よ
か
っ
た
と
い
う
感
想

　
を
の
べ
た
も
の
）

　
○
字
数
1
1
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
五
枚

　
以
内
。
　
（
原
稿
の
は
じ
め
に
、
住
所

　
性
別
、
氏
名
、
年
令
、
職
業
を
、
な

　
お
大
学
生
、
高
校
生
に
あ
っ
て
は
学

　
校
名
お
よ
び
学
年
を
付
記
す
る
。
）

▽
応
募
資
格
1
1
本
県
在
住
者

▽
発
表
1
1
入
賞
者
に
対
し
て
は
昭
和
四

　
十
八
年
十
月
中
に
直
接
通
知
す
る
。

▽
表
彰
1
1
入
賞
者
に
は
賞
状
お
よ
び
記

　
念
品
を
贈
呈
す
る
。

影
作
文
・
図
画
の
部

▽
募
集
規
定

　
ω
作
文
の
部

　
○
題
名
目
わ
が
家
の
「
家
庭
の
日
」

　
（
「
家
庭
の
日
」
の
実
践
状
況
を
描

　
写
し
た
も
の
ま
た
は
「
家
庭
の
日
」

　
を
実
践
し
て
よ
か
っ
た
と
い
う
感
想

　
を
の
べ
た
も
の
）

　
○
字
数
皿
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
三
枚

　
程
度
（
原
稿
の
は
じ
め
に
、
学
校
名

　
学
年
、
性
別
、
氏
名
、
保
護
者
の
職

　
業
を
明
記
す
る
）

　
ω
図
画
の
部

　
○
内
容
一
「
家
庭
の
日
」
の
体
験
を

　
描
い
た
も
の
ま
た
は
「
家
庭
の
日
」

　
の
普
及
啓
発
に
役
立
つ
も
の
。

　
○
大
き
さ
1
1
四
ツ
切
大
と
す
る
。
　
（

　
裏
面
に
学
校
名
、
学
年
、
性
別
、
氏

　
名
、
保
護
者
の
職
業
を
明
記
す
る
）

▽
発
表
口
入
賞
者
に
つ
い
て
は
昭
和
四

　
十
八
年
十
月
中
に
、
各
地
区
青
少
年

　
問
題
協
議
会
長
、
各
市
町
村
教
育
長

　
お
よ
び
当
該
学
校
長
に
通
知
す
る
。

▽
表
彰
1
1
入
賞
者
に
は
、
賞
状
お
よ
び

　
記
念
品
を
贈
呈
す
る
。

◎
体
験
文
・
作
文
・
図
画
等
の
締
切
日

は
、
い
つ
れ
も
昭
和
四
十
八
年
九
月
十

七
日
、
送
り
先
は
、
宮
崎
県
総
務
部
青

少
年
対
策
室
内
　
宮
崎
県
青
少
年
育
成

県
民
会
議
事
務
局
（
〒
8
8
0
　
宮
崎

市
橘
通
り
東
二
丁
目
十
番
「
号
）
で
す
。

警
察
官
募
集

　
県
人
事
委
員
会
で
は
、
つ
ぎ
の
と
お

り
警
察
官
を
募
集
し
ま
す
。

▽
採
用
予
定
数
1
1
宮
崎
県
約
五
十
人

　
そ
の
他
の
都
府
県
約
百
十
人

▽
試
験
日
1
1
昭
和
四
十
八
年
十
月
二
十

　
八
日
（
日
曜
日
）

▽
受
付
期
間
“
昭
和
四
十
八
年
八
月
二

　
十
九
日
～
九
月
二
十
二
日
ま
で
。

▽
受
験
資
格
1
1
①
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん

　
が
、
新
制
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学

　
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
②
昭
和
四
十

　
九
年
四
月
一
日
現
在
で
、
満
十
八
才

　
以
上
満
二
十
八
才
未
満
の
男
子

▽
試
験
地
醤
宮
崎
市
、
都
城
市
、
延
岡

　
市
、
日
南
市

▽
申
し
込
み
用
紙
請
求
先

　
　
・
日
向
警
察
署
警
務
係

▽
申
し
込
み
書
提
出
先
一
1
宮
崎
県
人
事

　
委
員
会
事
務
局
ま
た
は
日
向
警
察
署

監
督
署
員
を
装
う

書
類
販
売
員
に
ご
注
意
を

　
最
近
、
他
県
か
ら
県
内
の
事
業
場
（

特
に
規
模
の
小
さ
な
事
業
場
）
を
訪
れ

て
、
機
械
設
備
の
危
害
防
護
状
況
や
帳

簿
書
類
の
整
備
状
況
を
た
ず
ね
た
り
し

て
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
よ
う
に

思
い
込
ま
せ
、
半
ば
強
制
的
に
「
労
働

基
準
法
関
係
月
刊
誌
」
の
購
読
申
し
込

み
を
さ
せ
て
い
る
販
売
員
が
い
る
と
い

う
苦
情
が
出
て
お
り
ま
す
。

　
宮
崎
労
働
基
準
局
お
よ
び
各
労
働
基

準
監
督
署
で
は
、
職
員
を
事
業
場
に
派

遣
し
て
書
籍
の
購
読
や
入
会
金
の
名
目

で
金
銭
を
受
取
る
こ
と
は
一
切
行
な
っ

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
よ
う
な
〃
ニ

セ
監
督
署
員
〃
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
な
お
、
疑
わ
し
い
場
合
に
は
、
当
初

に
所
属
、
氏
名
等
を
名
刺
で
確
認
し
て

判
断
す
る
こ
と
が
賢
明
で
す
。
　
（
宮
崎

労
働
基
準
局
）

「
日
向
市
の
歴
史
」
を
ど
う
ぞ

1
ま
だ
余
部
か
あ
り
ま
す
一

　
市
制
二
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と

し
て
刊
行
し
た
「
日
向
市
の
歴
史
」
は

市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
た
い
へ
ん
好

評
を
い
た
だ
き
愛
読
さ
れ
て
お
り
ま
す

　
ま
だ
余
部
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
希

望
の
か
た
は
、
市
役
役
所
総
務
課
ま
た

は
各
支
所
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
頒
布
価
格
は
、
一
部
二
千
二
百
円
で

す
。口励勿％侶脇∠人

（8月1日現在）

男　23，766人　　2人減

女　26，919人　36人増1

計　50，685人　訓人増

世帯数
　　　　　　　　　　　　　i　　　　14，383　　　　22±曽
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